社会福祉法人各務原市社会福祉協議会ボランタリーハウス事業実施要綱

　（目的）
第１条　ボランタリーハウス事業（以下、「ハウス」という。）は、「楽しく、気軽に、無理なく、自由に」をモットーに、閉じもりがちな高齢者や障がいのある人、子育て中の親や子どもたちなどが、地域住民とともに生き甲斐をもって生活していけるような仲間づくりや社会参加を促進する拠点づくりを目的とする。
　

　（実施主体）
第２条　ハウスは、各務原市社会福祉協議会（以下、「市社協」という）及び支部社会福祉協議会（以下、「支部社協」という）が認め、連携・協働のもと、小地域の住民で組織されたグループや団体が主体となり運営する。

２　趣味のサークル活動やクラブ活動など会員を限定し、その会員だけを対象とした活動のハウスは実施主体となることはできない。

　（参加者の範囲）

第３条　ハウスの参加者は、地域住民とし、運営に協力する地域ボランティアを含むものとする。

（活動場所・種類）

第４条　ハウスの開催場所は、市の公共施設、公民館、集会場、空き店舗、空き家等活動メニューに応じて有効的な場所を活用するものとする。

２　ハウス種類は活動回数や開催時間に応じて次の表に基づき分類する。

	Ａ型（毎週型）
	Ｂ型（毎月型）
	Ｃ型（民家開放常設型）
	Ｄ型（立ち上げ支援型）

	４回/月以上

４時間/日以上

（昼食必須）

参加者が10名以上
	１回/月以上

２時間/日以上

参加者が10名以上
	１回/週以上

（時間制限なし）

参加者が10名以上
	４回/年以上

２時間/日以上

参加者が10名以上

（次年度からＡＢＣのﾊｳｽへ移行することが条件）


（登録申請方法）
第５条　登録申請等をしようとするハウスは、年度当初又はハウス開始前に「ボランタリーハウス事業実施計画申請書兼助成金請求書（様式第１号）」及び「ボランタリーハウス名簿(様式第２号)」を市社協に提出するものとする。

２　備品購入助成を受けようとするハウスは、「ボランタリーハウス備品購入助成金申請書兼請求書（様式第３号）」を市社協に提出するものとする。但し、備品購入助成についてはハウス開始の年度のみとし、備品更新助成は開始年度から10年を経過した年度のみに限る。

３　特別活動助成を受けようとするハウスは、Ａ型に限り、「ボランタリーハウス特別活動助成金申請書兼請求書（様式第４号）」を市社協に提出するものとする。
　（助成内容）
第６条　市社協は、申請に基づき、以下の表のとおり助成を行う。

	
	Ａ型（毎週型）
	Ｂ型（毎月型）
	Ｃ型（民家開放常設型）
	Ｄ型（立ち上げ支援型）

	運営助成
	5,000円/回

500,000円/年（上限）
	3,000円/回

108,000円（上限）
	12,000円/月

144,000円/年（上限）
	3,000円/回

12,000円/年（上限）

	備品購入助成

（初年度に限る）
	200,000円（上限）
	15,000円（上限）
	現在居住している民家の場合

20,000円（上限）
	

	
	
	
	空き家の場合

200,000円（上限）
	

	備品更新助成

（立ち上げから10年を経過する年度に限る）
	200,000円（上限）
	15,000円（上限）
	現在居住している民家の場合

20,000円（上限）
	

	
	
	
	空き家の場合

200,000円（上限）
	

	特別活動助成
	60,000円/年（上限）
	
	
	


　（運営費の交付及び返還）
第７条　市社協は、第５条の請求書が提出された場合は、あらかじめ指定された口座に一括して振り込むものとする。ただし、当初の計画と異なり開催回数が減った場合や備品購入金額が上限額に達しない場合は、ハウスは市社協へ差額を返還しなければならない。
　（活動記録）
第８条　ハウスは、「ボランタリーハウス活動記録票（様式第５号）」を備え、活動内容を記録するものとする。
　

　（実施報告書の提出）
第９条　ハウスは、事業が終了した年度ごとに「ボランタリーハウス活動記録票（様式第５号）」「ボランタリーハウス事業終了報告書（様式第６号）」「ボランタリーハウス事業収支決算書兼監査報告書（様式第７号）」を作成し、翌年度の４月１５日までに市社協へ提出するものとする。

　（保険）

第10条　ハウスの参加者に対する傷害保険及び損害保険については、「ボランタリーハウス名簿」に基づき市社協が一括加入し、活動中の事故に対しその範囲において補償するものとする。

　（禁止事項）
第11条　ハウス活動で知り得た個人の秘密や情報を他に漏らしてはならない。
２　ハウスを利用して、宗教活動や政治活動、物品の販売等商行為を行ってはならない。
３　ハウスは、会員を特定するための会費を徴収してはならない。

　

（その他）
第12条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。
　（附則）
この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。

